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はじめに 

特別支援教育は、障害のある児童・生徒の教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々

の違いを認め合いながら、誰もが生き生きと活躍できる社会を形成する基礎となる、重要

な役割を担っています。そのため、全ての学校において、特別な配慮を必要とする児童・

生徒一人一人がそのもてる力を最大限に伸長できるよう、個々の児童・生徒の障害の状態

等に応じた指導内容や、指導の工夫を検討し、適切な指導を行うことが重要です。 

特別支援学級は、学校教育法第 81 条の規定に基づき、小学校又は中学校等に特別に編

制された学級であり、教育課程においても小学校又は中学校の教育課程に関するものが適

用されます。しかしながら、特別支援学級は、本来、通常の学級における学習では、十分

その効果を上げることが困難な児童・生徒のために編制された学級であり、通常の学級と

同じ教育課程をそのまま適用することは適切ではなく、障害のある児童・生徒の特性にふ

さわしい教育課程が必要になります。そのため、特別支援学級の教育課程編成については、

学級の実態や児童・生徒の障害の程度等を十分に考慮した上、特別支援学校小学部・中学

部学習指導要領を参考として、例えば、各教科の目標・内容を、前学年の教科や特別支援

学校（知的障害）の教科の目標・内容に替えることや心身の調和的発達の基盤を培う自立

活動を取り入れたりするなどして、実情に合った教育課程を編成できることが法令等で定

められています。 

また、特別支援学級に在籍する児童・生徒や通級による指導を受ける児童・生徒につい

ては、個々の児童・生徒の実態を的確な把握に基づき、個別の教育支援計画や個別の指導

計画を作成し、効果的に活用していくことが平成 29 年告示の小学校学習指導要領及び中

学校学習指導要領に規定されています。 

障害のある児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点か

ら、児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高めていくための指導

をより一層充実させていくことが重要となります。 

本手引は、こうしたことを踏まえ、各学校の特別支援学級・通級による指導の教育課程

が適切に編成・実施されるよう、教育課程の編成の指針を示したものです。本手引が、区

市町村教育委員会が定める特別支援学級・通級による指導の教育課程編成指針の基底資料

となり、特別支援教育の一層の充実・発展に資することを願っています。 

なお、本手引は、小学校及び中学校の特別支援学級、通級による指導に関わる先生方の

御協力を得て作成したものであり、作成に御協力いただいた関係者各位にここに記して感

謝の意を表します。

令和３年３月  

東京都教育庁指導部長 

増 田 正 弘 
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用語の表記について 

本手引では、いくつかの用語について、内容を読みやすくすることや簡略化するこ

となどを行っており、以下の表記をしている箇所がある。 

○本編において、特に明示する以外は、平成 29 年告示の小学校学習指導要領、中学校

学習指導要領、特別支援学校小学部・中学部学習指導要領は、それぞれ、小学校学習

指導要領、中学校学習指導要領、特別支援学校学習指導要領と表記する。

○知的障害特別支援学級、肢体不自由特別支援学級、病弱特別支援学級及び自閉症・

情緒障害特別支援学級は、知的障害学級、肢体不自由学級、病弱学級及び自閉症・情

緒障害学級と簡略化して表記する。

○「知的障害者である児童・生徒に対する教育を行う特別支援学校」のことは、知的

障害特別支援学校と表記する。
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